
中小企業診断士制度の見直しに係るＱ＆Ａ集 
 

平成１７年９月    
中小企業庁経営支援課 

 
 本年４月に中小企業政策審議会より答申された「中小企業診断士制度の在り

方について」を踏まえ、関係する省令改正（平成１７年８月８日公布。経済産

業省令第７９号）等制度の見直しを実施し、平成１８年４月１日より施行する

こととなりました。 
 この改正について見直し後の制度の運営等につきまして、以下のとおりＱ＆

Ａ集を取りまとめましたのでご参考としてください。 
 なお、このＱ＆Ａは、平成１８年４月１日の省令（見直し後の制度内容）施

行以降有効となる内容ですので、ご注意ください。 
 
＜中小企業診断士試験制度＞ 
Ｑ１．中小企業診断士試験は、どのように変更されるのか。 
Ａ 平成１８年度に実施される第１次試験より、以下の変更があります。 

(1) 科目合格制が導入されます。 
科目合格制（科目合格留保制度）とは、第１次試験の結果は科目別に合否

が決まり、７科目すべてに合格すれば第１次試験に合格となりますが、一部

の科目だけ合格した場合には科目合格となって、翌年度及び翌々年度の試験

では申請によりその科目の試験が免除されます。 
つまり、3 年間で７科目の試験に合格すれば第２次試験の受験資格が得ら

ます。 
なお、３年間で７科目全てに合格し第１次試験合格者となった時点で、そ

れまでの第１次試験の科目免除はなくなります。また、この制度は、第１次

試験だけで第２次試験には科目別合格の制度はありません。第２次試験は、

現行どおり第１次試験に合格した年度の試験（一回目）が不合格でも次年度

の第２次試験の受験が可能です。 
(2) 試験科目が見直されています。 

現在、試験科目となっています「新規事業開発」と「中小企業経営・中小

企業政策・助言理論」から「助言理論」が削除され、試験時間と配点が変更

されます。また、科目内容についても一部変更があります。 
詳細は、中小企業政策審議会の答申の別添１、２及び平成１８年度試験案

内でご確認下さい。 
 



Ｑ２．平成１７年度に第１次試験に合格し、第２次試験が不合格だった場合、

平成１８年度の第２次試験は受験できるのか。 
Ａ 受験できます。 
Ｑ３．合格した科目を翌年度も受験できるのか。 
Ａ 受験することはできますが、免除としての取扱いとはなりませんのでご注

意ください。 
 
Ｑ４．科目合格した科目の免除を申請しなかった場合の取扱いはどうなるの

か。 
Ａ 科目合格した科目の免除は、受験者の申請により免除されますので、必ず

免除の申請をする必要があります。なお、申請がなかった科目については、科

目免除とはなりませんので十分にご注意してください。 
 
Ｑ５．実務補習が変更されるが、どのように変わるのか。 
Ａ 登録のために必要な条件である１５日以上の実務又は実務補習の実施につ

いては、変更ありませんが、実務補習で行う診断先数が２から３に増えます。  

実務補習のカリキュラムの変更等については、登録実務補習機関の案内でご確

認下さい。 
  なお、実務補習のインターンシップ先に、独立行政法人中小企業基盤整備

機構が加わります。 
 
Ｑ６．実務補習と実務従事を組み合わせて登録条件の１５日以上を満たすこと

は可能か。 
Ａ 可能です。例えば、実務補習を１０日間受講し、診断実務に５日以上従事

することで登録条件を満たすことは可能です。この場合、実務補習受講証明書

と実務従事の証明書を登録申請書に添付してください。 
 
Ｑ７．旧制度で試験に合格している者は、どのようになるのか。 
Ａ 平成１２年度以前の制度で試験に合格している者（平成１３～１７年度に

第２次試験を受験した者を除く。）については、１回に限り、第２次試験の受

験が可能です。また、今回の改正により見直された機構の養成課程及び登録養

成課程の受講が１回に限り可能です。 
  なお、平成１５年度～平成１７年度に試験に合格している者については、

試験合格後３年以内に登録条件を満たすことで、登録が可能です。 
 
 



＜中小企業診断士養成課程＞ 
Ｑ１．中小企業大学校の養成課程は、どのように変わるのか。 
Ａ 中小企業大学校の養成課程は、平成１８年度実施課程より以下の変更があ

ります。 
(1) 受講資格が国家試験第１次試験合格者となります。 
(2) 養成課程の科目構成が、知識の習得のための座学がなくなり、演習・実習

を中心としたものに変更されます。 
(3) 養成課程の期間が１年から半年程度に短縮されます。なお、これまでの修

業年限１年という限定がなくなり、診断士として必要な能力の修得に必要

な演習・実習の時間単位制に変更されることから、今後受講生のニーズに

応じた多様な課程編成（夜間週末併用型コース等）が可能となります。 
 
Ｑ２．平成１７年度に第１次試験に合格しているが、新しい養成課程（平成１

８年度）を受講することができるのか。 
Ａ 平成１８年度に開講する新しい養成課程を受講することができます。 
 
Ｑ３．新しく創設される登録養成課程とは、何か。 
Ａ 登録養成課程は、中小企業大学校で行う養成課程と同等の内容で行うこと

ができる民間研修機関等が国に登録を申請することで実施が可能とする制度

です。 
  なお、登録養成機関については、改正省令施行後、登録を希望する民間研

修機関等から申請を受付、登録基準を満たした機関については、官報等に掲載

されることとなりますので、ご確認ください。 
 
Ｑ４．新しい養成課程や登録養成課程は、選別試験等があるのか。 
Ａ 養成課程は、実施する各機関の自主性に任されますが、養成する人数（定

員）に対する応募者数がオーバーしている等の場合には、何らかの選別を実施

することもあり得ます。 
 
 
 
 
 
 
 



＜更新登録制度＞ 
Ｑ１．更新登録の実務要件は、どのように変更されるのか。 
Ａ 更新登録するために満たすべき実務の要件は、以下のとおりに変更されま

す。 
(1) 登録有効期間（５年間）に経営診断の実務に従事する日数の合計が「９点

以上」から「３０点以上」に変更されます。 
(2) 診断実務の要件にカウントできるもののうち、従来民間で行うものについ

ては、経営診断の対価を得るものに限られていましたが、今回の改正で、

対価の要件は削除されます。例えば、金融機関等に勤務する登録診断士が

行う融資先中小企業に対する経営の改善のためのアドバイス等の経営診

断や、製造業に勤務する登録診断士が下請企業等の工程管理の改善等の指

導を行う場合、経営診断の対価を得ないものも更新要件の実務にカウント

することが可能となります。 
(3) また、窓口相談事業については、１日６時間以上を１日５時間以上とし、

窓口相談事業の実態に合わせて、連続する時間ではなく、３時間／日と２

時間／日を合算し１日５時間を１点としてカウントすることが可能とな

ります。（従来の運用と変更される点でもあります。） 
(4) ただし、これまで実施されていた実務能力更新研修は、廃止されます。 

 
Ｑ２．診断実務の１日当たりの業務時間の制約はあるのか。 
Ａ 診断・助言内容により診断実務に要する時間は異なるものであり、１日当

たりの業務時間に特に制約はありませんが、企業から委託を受けた単なる調

査・分析は除くものとし、中小企業の経営者等に対し、経営改善等のための診

断結果を直接助言するために要した日数を実務要件の日数としてカウントし

てください。 
 
Ｑ３．診断実務の対象となる中小企業の基準は何か。 
Ａ 更新要件の実務の対象となる中小企業者は、中小企業支援法に定義される

中小企業者となります。なお、これは診断士としての活動を制限するものでは

なく、必要な更新要件を確認する場合のみです。 
 
Ｑ４．診断助言業務実績証明書の証明者は、支店長や所長でもよいか。 
Ａ 診断助言業務に携わる診断士の雇用管理責任者の証明として下さい。支店

長や所長が雇用管理の責任者であれば、必ずしも代表者の証明でなくても結構

です。 
 



Ｑ５．診断の相手先企業名については、業務上守秘義務が掛かっているため実

績証明書の受診企業名を匿名としてもＯＫか。 
Ａ 受診企業名を匿名としなければならない理由を実績証明書に添付されるこ

とで可能とします。 
 
Ｑ６．勤務する企業での診断・助言活動も実務の範囲と見なせるとのことだが、

どのような活動が対象となるのか。 
Ａ 例えば、 
１．金融機関や証券会社や一般企業等に所属し、関係先中小企業に対し、以下

のような支援を実施した場合 
  ① 製造業における下請企業への経営指導活動 
  ② 卸売業におけるリテールサポート等の提案活動 
  ③ 金融機関における財務診断・助言・改善への顧客指導 
  ④ 異業種への提案・連携への活動支援 
  ⑤ 取引先企業に対する情報化投資、営業活動に関するコンサルティング 
  ⑥ 関連会社が新規事業を起業する際の組織作り、会社設立指導等 
  
２．所属する企業が中小企業であり、以下のような活動を実施した場合 

  ① 所属企業の業務プロセス革新に向けた提案活動 
② 所属企業の経営革新に向けた活動 

  ③ 所属企業の財務診断、改善のための提案活動 
 
Ｑ７．勤務する企業での診断・助言活動の実績証明は、誰がするのか。 
Ａ 取引先中小企業に対する診断・助言については、原則として相手方中小企

業の代表者の証明となりますが、勤務先企業の雇用管理責任者の証明でも可能

です。また、所属する中小企業内での活動については、雇用管理責任者の証明

をもらってください。 
 
Ｑ８．大企業に勤務し、現在は、関連会社の中小企業に出向しているが、出向

先企業での経営改善等に対するコンサルティングは、更新要件の実務とする

ことは可能か。 
Ａ 出向先企業が中小企業であれば、実務実績にカウントすることは可能です。 



＜更新登録の経過措置について＞ 
Ｑ１．今回の制度見直しにより、更新するための要件として必要な実務に従事

する日数（点数）が増えたが、経過措置はあるのか。 
Ａ 今回の制度見直しにより、更新要件に必要な実務に従事する日数（点数）

が、従来の９日以上から３０日以上／５年間となり、また、従来の実務能力更

新研修が廃止されることとなります。改正される要件が適用される（省令が施

行される）平成１８年４月１日時点で登録有効期間の経過途中にある登録者に

ついては、以下のとおり、適用される要件が緩和されるとともに、施行時点ま

でに満たした要件（実務に従事した日数及び実務能力更新研修の受講により取

得した点数）については、緩和される要件に含めることができます。 
また、施行時点までに、現行制度で更新に必要な実務の要件（９日以上又は

９点以上）を満たしている登録者については、施行後の初回登録に限り、更新

要件である実務要件を満たした者として扱われます。 
なお、新たな知識の補充要件については、制度の見直しは行いませんので、

従来どおり研修等を登録有効期間内に５回／５年を満たすことが必要です。 
次回更新登録に必要な要件  

中小企業診断士としての登録日 
 

「新たな知識の

補充要件」 
「実務の従事

要件」 

(1) 平成 13 年 5 月 1 日 ～ 平成 14 年 4 月 1 日の登録者 5 回 6 点 

(2) 平成 14 年 5 月 1 日 ～ 平成 15 年 4 月 1 日の登録者 5 回 12 点 

(3) 平成 15 年 5 月 1 日 ～ 平成 16 年 4 月 1 日の登録者 5 回 18 点 

(4) 平成 16 年 5 月 1 日 ～ 平成 17 年 4 月 1 日の登録者 5 回 24 点 

（注）平成 17 年 5 月 1 日以降の登録者は、 「新たな知識の補充要件」 5 回 と 「実務の従事要

件」 30 点となりますので十分ご注意下さい。 

 
Ｑ２．更新要件に必要な実務のポイントを既に９ポイント取得しているが、

経過措置では、平成１４年４月１日以前に登録した者は、６点でよいことと

なっている。多く取得したポイントは、次の登録有効期間分として持ち越す

ことができるのか。 
Ａ 持ち越すことは、できません。 
 
 
 



＜更新登録の特例措置について＞ 
Ｑ１．今回の制度見直しにより設けられる更新登録の特例措置について、ど

のような措置か。 
Ａ 今回の見直しでは、診断士制度の趣旨・目的に即した形で、更新の要件と

して必要な実務に従事することの要件を充実するとともに、登録される診断士

の中には、所属する企業での勤務部署の異動等によって、当面、経営診断実務

に従事することができなくなった者について、実務の休止を申請することで、

一定期間の更新登録有効期間の延長ができる措置を新たに設けるものです。 
○ 特例措置の概要 
１．登録有効期間内に診断の実務に従事することを休止する旨の申請を行う

ことで、休止申請日の翌月１日から１５年を限度に登録有効期間を延長す

るものです。 
２．延長される期間内に実務に従事することを再開する申請には、再開を申

請する前３年間で以下の一定の知識の補充及び実務（又は実務補習）に従

事することの要件を満たすことが必要となります。 
＜満たす必要がある要件＞ 

① 知識の補充として更新研修を５回受講すること。 
② 試験合格者と同様に実務又は実務補習に１５日以上従事又は受講す

ること。 
 なお、実務の再開後の登録有効期間は、登録日から休止申請までの期間と再

開後の期間を合計し、５年間となる期間となります。また、実務再開後の初回

更新登録に必要となる更新要件には、再開申請をする際に満たした要件及び休

止申請以前に取得している要件を加えることができます。 
（例） 
○ 再開後の登録有効期間（再開申請日～登録有効期間満了日）＝ 

５年－｛登録日（前回更新登録日）～休止申請日までの期間｝ 
○ 再開後の初回更新登録に必要な更新要件 
① 知識の補充（５回／５年） 

再開申請に必要な要件を満たしたことでＯＫ 
② 実務に従事する要件（３０点／５年） 

再開の申請のために満たした１５点を差し引いた残り１５点を満たす

ことが必要となりますが、休止申請以前に取得している点数は、含めるこ

とができます。 
 
 
 



Ｑ２．休止を申請する場合、登録証は返却する必要があるのか。 
Ａ 休止申請の際に登録証を添付し、返却することが必要となります。なお、

実務の再開の申請ができる旨の書面を別途交付します。 
 

Ｑ３．休止を申請し、再開する場合、登録番号は変更されるのか。 
Ａ 登録番号の変更は、ありません。なお、今回の制度見直しに際し、登録証

に「初回登録日」を入れることとしております。 
 

Ｑ４．休止中は「中小企業診断士」を名乗ってもよいのか。 
Ａ 休止中「中小企業診断士」を名乗ることはできません。 

 
Ｑ５．休止中であっても更新研修を受講することはできるのか。 
Ａ 更新研修を実施する登録研修機関の判断によります。 

 
Ｑ６．休止申請したが、再開の申請しない場合は何らかの手続きが必要か。

また、再開申請可能期間が過ぎてしまう際に案内はあるのか。 
Ａ 再開の申請をしない場合は、特に手続きは必要ありませんが、再開の申請

ができる期間（休止申請日の翌月１日から起算して１５年以内）を過ぎ、再開

の申請がない場合は、自動的に消除されます。 
また、再開申請可能期間の満了については、特に案内はしません。休止申請

の際に交付した再開申請が可能なことを証する書面に記載される期間を注意

し、自己管理してください。 
 


